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国
土
交
通
省
マ
ン
シ
ョ
ン
政

策
室
は
六
月
三
十
日
、
都
内
で

「
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
修
繕

積
立
金
お
よ
び
長
期
修
繕
計
画

に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
検
討

会
」
（
委
員
長
＝
秋
山
哲
一
東
洋

大
学
理
工
学
部
教
授
）
を
開
い

た
。
分
譲
後
の
修
繕
積
立
金
の
標

準
額
を
算
出
す
る
こ
と
で
、
過
度

な
定
額
設
定
の
是
正
を
目
指
す
。 

国
交
省
は
平
成
二
十
六
年
六

月
に
「
長
期
修
繕
計
画
標
準
様

式
」
を
公
表
し
、
長
計
の
様
式
の

標
準
化
を
図
っ
た
が
、
現
在
検
討

会
が
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
工

事
実
費
逆
算
に
よ
る
初
期
設
定

標
準
額
算
出
へ 
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分
譲
時
の
修
繕
積
立
金 

時
の
月
額
修
繕
積
立
金
の
標
準

化
。 初

会
合
で
は
既
存
分
譲
マ
ン

シ
ョ
ン
の
百
以
上
の
事
例
収
集

を
基
に
分
析
を
行
っ
た
。
実
際
の

工
事
金
額
を
築
年
数
や
面
積
・
戸

数
で
除
し
て
適
正
な
初
期
設
定

を
逆
算
し
て
い
く
算
出
方
法
で
、

単
棟
型
を
モ
デ
ル
に
想
定
し
て

い
る
。 

マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
以
前
か
ら

分
譲
者
が
月
額
修
繕
積
立
金
を

低
く
抑
え
て
設
定
し
、
五
年
程
度

ご
と
に
管
理
会
社
が
管
理
組
合

に
増
額
提
案
す
る
パ
タ
ー
ン
（
段

階
増
額
積
立
方
式
）
が
多
く
、
今

年
二
月
二
十
六
日
の
衆
議
院
国
土
交
通

委
員
会
で
は
「
意
図
的
な
低
額
提
示
」

が
問
題
視
さ
れ
た
。 

標
準
様
式
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
長
計

期
間
中
の
修
繕
積
立
金
額
を
均
等
に
す

る
「
均
等
積
立
方
式
」
を
基
本
と
し
て

い
る
た
め
、
逆
算
に
よ
る
標
準
額
の
提

示
は
通
常
の
設
定
額
よ
り
高
め
に
な
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。 

検
討
会
で
は
秋
ま
で
に
あ
と
二
回
会

合
を
開
き
、
戸
当
た
り
や
回
数
な
ど
標

準
額
の
表
示
単
位
な
ど
に
つ
い
て
詰
め

る
方
針
。
年
内
に
強
制
力
の
な
い
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
、
標
準
様
式
同
様
、

分
譲
業
者
等
の
参
照
に
よ
る
金
額
適
正

化
を
目
指
し
て
い
る
。（
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
新
聞
第
八
一
三
号
） 

     

 

《教
え
て
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
さ
ん
》 

質
問 

管
理
費
等
の
長
期
滞
納
の
原

因
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま

す
か
。
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
対
策
は
あ

り
ま
す
か
。 

 

回
答 

管
理
組
合
に
と
っ
て
最
も
大

き
な
問
題
の
一
つ
が
、
管
理
費
等
の
長

期
滞
納
者
問
題
で
す
。
数
回
に
わ
た
っ

て
そ
の
原
因
を
類
型
化
し
て
み
て
、
個

別
の
原
因
に
対
す
る
対
策
を
探
っ
て

み
ま
し
ょ
う
。 

最
も
多
い
の
は
支
払
能
力
不
足
で

す
。
失
業
し
た
、
債
務
超
過
の
状
態
に

な
っ
た
等
の
事
情
に
よ
り
、
生
活
に
終

わ
れ
て
管
理
費
等
ま
で
支
払
す
る
能

力
が
な
い
と
い
う
場
合
で
す
。 

こ
の
ケ
ー
ス
で
は
滞
納
金
全
額
を

一
括
支
払
し
て
も
ら
う
こ
と
は
困
難

で
す
。
多
額
に
な
ら
な
い
う
ち
に
組
合

員
と
こ
ま
め
に
接
触
し
、
分
割
払
い
の

約
束
を
取
り
付
け
回
収
す
る
等
の
方

法
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
支
払
約
束
は
書

面
に
し
ま
す
。 

分
割
金
の
支
払
を
更
に
滞
納
し
て

一
定
額
に
達
し
た
ら
、
分
割
支
払
を

認
め
る
利
益
（
「
期
限
の
利
益
」
と

い
い
ま
す
）
を
失
っ
て
残
金
を
即
時

に
支
払
う
こ
と
、
そ
の
場
合
に
は
一

定
割
合
（
例
え
ば
、
年
一
四
・
六
％
）

の
遅
延
損
害
金
を
支
払
う
と
い
う

条
項
を
入
れ
た
ほ
う
が
良
い
で
し

ょ
う
。
心
理
的
強
制
に
も
な
り
ま

す
。 債

務
超
過
が
深
刻
に
な
り
組
合

員
に
破
産
宣
告
が
な
さ
れ
る
と
、
裁

判
所
か
ら
債
権
届
出
の
催
告
が
来

ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
載
し
て

債
権
届
出
を
し
ま
す
。
修
繕
積
立
金

は
、
財
団
債
権
と
い
う
優
先
的
扱
い

を
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

財
団
債
権
は
と
も
か
く
、
一
般
の
破

産
債
権
に
つ
い
て
は
配
当
は
ほ
と

ん
ど
見
込
め
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
裁

判
所
か
ら
免
責
（
破
産
宣
告
前
の
一

般
債
務
は
支
払
い
義
務
を
免
除
す

る
と
い
う
）
決
定
が
出
さ
れ
ま
す

と
、
そ
の
組
合
員
か
ら
は
回
収
で
き

な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
区

分
所
有
権
を
取
得
し
た
特
定
承
継

人
に
支
払
っ
て
も
ら
う
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。 

 

「実費」逆算で金額検討 国交省が 
検 討 会 ☆ 築浅のマンションは修繕積立金が安く

設定されている場合が多く見られま

す。これは段階式増額積立方式をと

っているケースが多いことと、新築マ

ンションでは販売時に安くみせるた

め、と言われています。 

☆ 例えばマンション管理新聞社の調査

による、実際に販売されているマンシ

ョンの築年数別平均修繕積立金

は・・・ 

築年 30～40年未満： 11,008円／月 

築年 5年未満    ： 6,135円／月 

（2010年 1～3月販売分の統計） 

☆ 段階式増額積立方式では数年毎に

値上げが必要ですが、実際は大規

模修繕工事の直前に気づき、多額

の一時金や修繕積立金の急激で大

幅な値上げが必要となるケースが

多く問題となっています。 

☆ 国土交通省の改定が期待されま

す。 
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標準管理規約見直しを実施 
国土交通省 10月にも試案公表へ 

編集後記 

標準管理規約が見直されます。この際に古い管理規約又は管理規約の未整備の組合さんは、新しい管理規約導入

を検討してみてはいかがでしょうか？ 備えあれば憂いなしです。 

マ
ン
シ
ョ
ン
標
準
管
理
規
約

見
直
し
検
討
会
の
第
一
回
会
合

が
八
月
三
日
、
東
京
・
霞
が
関

中
央
合
同
庁
舎
七
号
館
で
開
催

さ
れ
た
。 

マ
ン
シ
ョ
ン
政
策
室
が
四
つ

の
主
要
検
討
事
項
に
関
し
計
十

三
の
個
別
論
点
を
提
示
し
、
各

委
員
は
規
約
の
条
文
改
正
か
コ

メ
ン
ト
で
対
応
す
べ
き
か
な
ど

の
意
見
を
交
換
し
た
。
会
合
は

全
六
回
開
催
予
定
で
、
十
月
の

四
回
目
会
合
で
中
間
試
案
を
作

成
し
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を

行
う
方
針
だ
。 

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
現
状
を

事
務
局
の
マ
ン
シ
ョ
ン
政
策
室

が
説
明
し
た
後
、
各
委
員
は
十

三
の
個
別
論
点
に
つ
い
て
一
時

間
強
議
論
し
た
。 

十
三
の
論
点
は
表
の
通
り
。

役
員
資
格
の「
現
に
居
住
す
る
」

要
件
で
は
、「
不
在
区
分
所
有
者

が
役
員
に
な
る
の
は
い
い
が
制

限
を
ど
う
つ
け
る
か
」（
穐
山
精

吾
委
員
）「
対
象
役
員
や
人
数
の

制
限
を
考
慮
す
べ
き
で
は
」（
篠

原
み
ち
子
委
員
）「
役
員
は
機
動

的
な
出
席
が
必
要
」（
親
泊
哲
委

員
）
な
ど
、
資
格
緩
和
を
容
認

し
つ
つ
制
限
の
必
要
を
求
め
る

声
が
目
立
っ
た
。 

委
任
状
と
議
決
権
行
使
書
の

整
理
に
つ
い
て
は
「
両
方
提
出

さ
せ
る
組
合
も
あ
っ
て
混
乱
が

あ
る
が
、
条
文
改
正
よ
り
規
約

コ
メ
ン
ト
で
取
り
合
い
を
明
記

す
べ
き
」（
戎
正
晴
委
員
）
と
の

意
見
が
あ
っ
た
。 

長
期
修
繕
計
画
の
五
年
ご
と

個 別 論 点 
１．総会における議決権の取り扱い適正化 

(ア)総会における「委任状」「議決行使書」の

取り扱いの明確化 

(イ)区分所有者の委任を受けて議決権を行使

できる代理人の範囲の拡大 

２．執行機関（理事会）の権限の明確化・適正

な体制の確保 

(ア)理事会議決事項に、「共用部分の管理」「保

存の行為」等の実施の内容について明記 

(イ)役員の資格要件である「現に居住する」

要件の緩和 

(ウ)法人が区分所有者である場合の役員資格

の明確化 

(エ)役員の理事会への代理出席規定の明確化 

(オ)役員の報酬額の既定の明確化 

３．管理組合による適正な管理の推進 

(ア)長期修繕計画の内容・５年ごとの見直し

の既定 

(イ)原始規約の初回総会における報告等の義

務付け 

(ウ)緊急時の管理組合の専有部分への立入請

求権の既定 

４．多様なマンション形態に対応した管理規約

のあり方の検討 

(ア)団地型 

(イ)複合用途型 

の
見
直
し
の
明
文
化
で
は
「
見
直

し
は
お
金
が
か
か
る
問
題
で
も

あ
り
、
一
律
に
見
直
し
期
間
を
縛

る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
」
（
篠

原
委
員
）
「
定
期
的
な
見
直
し
に

意
義
が
あ
り
、
規
模
が
異
な
る
マ

ン
シ
ョ
ン
で
一
律
五
年
ご
と
の

見
直
し
の
年
数
に
意
味
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
」
（
齊
藤
広
子
委

員
）
、
原
始
規
約
の
見
直
し
で
は

「
早
い
時
期
に
規
約
の
中
身
で

合
意
形
成
を
図
る
の
は
大
事
」

（
川
田
邦
則
委
員
）
と
い
う
意
見

も
あ
っ
た
。 

団
地
型
と
複
合
用
途
型
規
約

の
棟
別
・
用
途
別
の
分
権
制
を
ど

の
程
度
認
め
る
べ
き
か
は
次
回

に
持
ち
越
さ
れ
た
。
（
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
新
聞
第
八
一
五
号
） 

 

東
京
ス
タ
ー
銀
行
は
八
月
三
日
、

同
行
が
発
売
す
る
新
型
リ
バ
ー
ス

モ
ー
ゲ
ー
ジ
『
充
実
人
生
』
の
対
象

に
、
東
京
都
、
神
奈
川
県
、
千
葉
、

埼
玉
県
の
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
を
加

え
た
、
と
発
表
し
た
。
自
己
名
義
の

マ
ン
シ
ョ
ン
を
担
保
に
で
き
る
、
五

十
五
―
八
十
歳
ま
で
の
区
分
所
有

者
が
対
象
。
配
偶
者
が
い
る
場
合
、

配
偶
者
の
年
齢
が
五
十
歳
以
上
の

ケ
ー
ス
が
対
象
に
な
る
。
融
資
極
限

額
は
五
百
万
円
以
上
五
千
万
円
以

内
。
極
限
に
達
す
る
ま
で
何
回
で
も

利
用
で
き
る
が
、
融
資
額
は
事
業
目

的
、
投
資
目
的
に
は
利
用
で
き
な

い
。 毎

月
の
支
払
は
、
利
息
分
の
み
。

元
本
の
返
済
は
契
約
者
の
死
亡
後

に
行
わ
れ
る
。
条
件
を
満
た
し
て
い

れ
ば
、
契
約
者
死
亡
後
も
配
偶
者
が

利
用
で
き
る
。
（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

新
聞
第
八
一
五
号
） 

 [

用
語]

リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ 

自
宅
を
担
保
に
し
て
銀
行
な
ど

の
金
融
機
関
か
ら
借
金
を
し
、
そ
の

借
金
を
年
金
と
い
う
形
で
受
け
取

る
。
年
月
と
共
に
借
金
が
増
え
て
い

き
、
死
亡
時
に
自
宅
の
評
価
額
と
同

じ
に
な
る
よ
う
に
調
整
す
る
。
死
亡

時
に
金
融
機
関
が
契
約
者
の
自
宅

を
引
き
取
る
。
（
出
展
：
ウ
ィ
キ
ペ

デ
ィ
ア
） 

マ
ン
シ
ョ
ン
も
追
加 

リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ 

東
京
ス
タ
ー 

銀   

行 


